
日 薬 業 発 第 480 号 

令和６年３月 18 日 

 

都道府県薬剤師会担当役員 殿 

 

日 本 薬 剤 師 会 

副会長 森 昌平 

 

 

令和６年度介護報酬改定に係る関連通知等について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

令和６年度介護報酬改定については、令和６年１月 30 日付け日薬業発 404

号ほかにてお知らせしているところですが、告示が公布され関連通知が発出さ

れております（別添）。 

これらの通知等につきましては、厚生労働省ホームページにも掲載されてお

ります。 

つきましては、貴会会員へご周知いただきますようお願い申し上げます。 

 

 

○厚生労働省ホームページ 

・令和６年度介護報酬改定について 

 ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉 

 ＞介護報酬＞令和６年度介護報酬改定について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html 

 

・介護保険最新情報掲載ページ 

 ホーム＞政策について＞分野別の政策一覧＞福祉・介護＞介護・高齢者福祉 

 分野のトピックス＞介護保険最新情報掲載ページ 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html 

 

 



○別添 

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する

告示 

 

・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービ

ス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援

に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項につい

て 

 

・指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について 

 

・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実

施上の留意事項について 

 

・「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15 

日）」の送付について 
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５ 居宅療養管理指導費 ５ 居宅療養管理指導費 

イ 医師が行う場合 イ 医師が行う場合 

⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     515単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

487単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             446単位 

⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     299単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

  287単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             260単位 

⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     514単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

 486単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             445単位 

⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     298単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

 286単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             259単位 

注１～５ （略） 注１～５ （略） 

ロ 歯科医師が行う場合 

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合      517単位 

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

  487単位 

⑶ ⑴及び⑵以外の場合              441単位 

ロ 歯科医師が行う場合 

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合      516単位 

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

 486単位 

⑶ ⑴及び⑵以外の場合              440単位 

注１～４ （略） 注１～４ （略） 

ハ 薬剤師が行う場合 

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     566単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

                        417単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             380単位 

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     518単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

                        379単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             342単位 

ハ 薬剤師が行う場合 

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     565単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

  416単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             379単位 

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     517単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

                        378単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             341単位 
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注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

居宅療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第

１項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下

この注及び注４から注８までにおいて同じ。）の薬剤師が

、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、医

師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬

学的管理指導計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学

的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービ

ス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建

物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち

、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に

指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数

に従い、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を

限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤

師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当

該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、

１週に２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数

を算定する。 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

居宅療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第

１項に規定する指定居宅療養管理指導事業所をいう。以下

この注及び注４から注６までにおいて同じ。）の薬剤師が

、医師又は歯科医師の指示（薬局の薬剤師にあっては、医

師又は歯科医師の指示に基づき、当該薬剤師が策定した薬

学的管理指導計画）に基づき、当該利用者を訪問し、薬学

的な管理指導を行い、介護支援専門員に対する居宅サービ

ス計画の策定等に必要な情報提供を行った場合に、単一建

物居住者（当該利用者が居住する建物に居住する者のうち

、当該指定居宅療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に

指定居宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数

に従い、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を

限度として、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤

師にあっては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当

該利用者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、

１週に２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数

を算定する。 

２ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局

の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導（指定居宅療養

管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った場合は、注

１の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせて１月に

４回に限り、46単位を算定する。ただし、別に厚生労働大

臣が定める者に対して、薬局の薬剤師が情報通信機器を用

いた服薬指導（指定居宅療養管理指導と同日に行う場合を

除く。）を行った場合は、注１の規定にかかわらず、⑵㈠

から㈢までと合わせて、１週に２回、かつ、１月に８回を

限度として、46単位を算定する。 

２ 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002に掲げる在宅時医

学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が

交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるも

のに対して、情報通信機器を用いた服薬指導（指定居宅療

養管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った場合は、

注１の規定にかかわらず、１月に１回に限り45単位を算定

する。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

（新設） 
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事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用麻薬持続

注射療法を行っている利用者に対して、その投与及び保管

の状況、副作用の有無等について当該利用者又はその家族

等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合は、医療

用麻薬持続注射療法加算として、１回につき250単位を所

定単位数に加算する。ただし、注２又は注３を算定してい

る場合は、算定しない。 

８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈栄養法を

行っている利用者に対して、その投与及び保管の状況、配

合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理指導を行

った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、１回につき

150単位を所定単位数に加算する。ただし、注２を算定し

ている場合は、算定しない。 

（新設） 

ニ 管理栄養士が行う場合 

⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     545単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

                      487単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             444単位 

⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     525単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

                       467単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             424単位 

ニ 管理栄養士が行う場合 

⑴ 居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     544単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

                      486単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             443単位 

⑵ 居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     524単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合 

                       466単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             423単位 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、⑴に

ついては次に掲げるいずれの基準にも適合する指定居宅療

養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条第１項第

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し

て、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指

定居宅療養管理指導事業所（指定居宅サービス基準第85条
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回につき30単位を所定単位数から減算する。 

ロ 退院時共同指導加算               600単位 

注 病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定介

護予防訪問リハビリテーション事業所の医師又は理学療法士

、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンス

に参加し、退院時共同指導（病院又は診療所の主治の医師、

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の従業者との間

で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上で、当該

者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必

要な指導を共同して行い、その内容を在宅での介護予防訪問

リハビリテーション計画に反映させることをいう。）を行っ

た後に、当該者に対する初回の指定介護予防訪問リハビリテ

ーションを行った場合に、当該退院につき１回に限り、所定

単位数を加算する。 

ロ 事業所評価加算                 120単位 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして

、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に

対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予

防訪問リハビリテーション事業所において、評価対象期間（

別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する

年度の次の年度内に限り１月につき所定単位数を加算する。 

ハ （略） ハ （略） 

４ 介護予防居宅療養管理指導費 ４ 介護予防居宅療養管理指導費 

イ 医師が行う場合 

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     515単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        487単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             446単位 

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     299単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        287単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             260単位 

注１～５ （略） 

イ 医師が行う場合 

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     514単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        486単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             445単位 

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     298単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        286単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             259単位 

注１～５ （略） 

ロ 歯科医師が行う場合 

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合      517単位 

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

ロ 歯科医師が行う場合 

⑴ 単一建物居住者１人に対して行う場合      516単位 

⑵ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  
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                         487単位 

⑶ ⑴及び⑵以外の場合              441単位 

注１～４ （略） 

                         486単位 

⑶ ⑴及び⑵以外の場合              440単位 

注１～４ （略） 

ハ 薬剤師が行う場合 

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     566単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        417単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             380単位 

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     518単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        379単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             342単位 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス

基準第88条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指

導事業所をいう。以下この注及び注４から注８までにおい

て同じ。）の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の

薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当

該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該

利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門

員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報

提供を行った場合につき、単一建物居住者（当該利用者が

居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅

療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居

宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い

、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度と

して、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあ

っては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用

者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に

ハ 薬剤師が行う場合 

⑴ 病院又は診療所の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     565単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        416単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             379単位 

⑵ 薬局の薬剤師が行う場合 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     517単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        378単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             341単位 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、指定

介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス

基準第88条第１項に規定する指定介護予防居宅療養管理指

導事業所をいう。以下この注及び注４から注６までにおい

て同じ。）の薬剤師が、医師又は歯科医師の指示（薬局の

薬剤師にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、当

該薬剤師が策定した薬学的管理指導計画）に基づき、当該

利用者を訪問し、薬学的な管理指導を行い、介護支援専門

員等に対する介護予防サービス計画の策定等に必要な情報

提供を行った場合につき、単一建物居住者（当該利用者が

居住する建物に居住する者のうち、当該指定介護予防居宅

療養管理指導事業所の薬剤師が、同一月に指定介護予防居

宅療養管理指導を行っているものをいう。）の人数に従い

、１月に２回（薬局の薬剤師にあっては、４回）を限度と

して、所定単位数を算定する。ただし、薬局の薬剤師にあ

っては、別に厚生労働大臣が定める者に対して、当該利用

者を訪問し、薬学的な管理指導等を行った場合は、１週に
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２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数を算定

する。 

２ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、薬局

の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導（指定介護予防

居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った場

合は、注１の規定にかかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせ

て１月に４回に限り、46単位を算定する。ただし、別に厚

生労働大臣が定める者に対して、薬局の薬剤師が情報通信

機器を用いた服薬指導（指定介護予防居宅療養管理指導と

同日に行う場合を除く。）を行った場合は、注１の規定に

かかわらず、⑵㈠から㈢までと合わせて、１週に２回、か

つ、１月に８回を限度として、46単位を算定する。 

２回、かつ、１月に８回を限度として、所定単位数を算定

する。 

２ 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ002に掲げる在宅時医

学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が

交付された利用者であって、別に厚生労働大臣が定めるも

のに対して、情報通信機器を用いた服薬指導（指定介護予

防居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を行った

場合は、注１の規定にかかわらず、１月に１回に限り45単

位を算定する。 

 

３～６ （略） ３～６ （略） 

７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防居宅療養管理指導事業所において、在宅で医療用

麻薬持続注射療法を行っている利用者に対して、その投与

及び保管の状況、副作用の有無等について当該利用者又は

その家族等に確認し、必要な薬学的管理指導を行った場合

は、医療用麻薬持続注射療法加算として、１回につき250

単位を所定単位数に加算する。ただし、注２又は注３を算

定している場合は、算定しない。 

（新設） 

８ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとし

て、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知

事に対し、老健局長が定める様式による届出を行った指定

介護予防居宅療養管理指導事業所において、在宅中心静脈

栄養法を行っている利用者に対して、その投与及び保管の

状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理

指導を行った場合は、在宅中心静脈栄養法加算として、１

回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、注２

（新設） 
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を算定している場合は、算定しない。 

ニ 管理栄養士が行う場合 

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     545単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        487単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             444単位 

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     525単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        467単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             424単位 

ニ 管理栄養士が行う場合 

⑴ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅰ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     544単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        486単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             443単位 

⑵ 介護予防居宅療養管理指導費(Ⅱ) 

㈠ 単一建物居住者１人に対して行う場合     524単位 

㈡ 単一建物居住者２人以上９人以下に対して行う場合  

                        466単位 

㈢ ㈠及び㈡以外の場合             423単位 

注１ 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、⑴に

ついては次に掲げるいずれの基準にも適合する指定介護予

防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービス基準第

88条第１項第１号に規定する指定介護予防居宅療養管理指

導事業所をいう。以下この注から注４までにおいて同じ。

）の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいずれの基準

にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業所におい

て当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外の医療機

関、介護保険施設（指定施設サービス等に要する費用の額

の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号）別表指

定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「指定施設サ

ービス等介護給付費単位数表」という。）の介護福祉施設

サービスのチ、介護保健施設サービスのリ若しくは介護医

療院サービスのヲに規定する厚生労働大臣が定める基準に

定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置いている

もの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに

限る。）又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステーション

との連携により確保した管理栄養士が、計画的な医学的管

理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者を訪問し

注１ 在宅の利用者であって通院又は通所が困難なものに対し

て、⑴については次に掲げるいずれの基準にも適合する指

定介護予防居宅療養管理指導事業所（指定介護予防サービ

ス基準第88条第１項第１号に規定する指定介護予防居宅療

養管理指導事業所をいう。以下この注から注４までにおい

て同じ。）の管理栄養士が、⑵については次に掲げるいず

れの基準にも適合する指定介護予防居宅療養管理指導事業

所において当該指定介護予防居宅療養管理指導事業所以外

の医療機関、介護保険施設（指定施設サービス等に要する

費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21号

）別表指定施設サービス等介護給付費単位数表（以下「指

定施設サービス等介護給付費単位数表」という。）の介護

福祉施設サービスのヘ、介護保健施設サービスのト若しく

は介護医療院サービスのヌに規定する厚生労働大臣が定め

る基準に定める管理栄養士の員数を超えて管理栄養士を置

いているもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置してい

るものに限る。）又は栄養士会が運営する栄養ケア・ステ

ーションとの連携により確保した管理栄養士が、計画的な

医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該利用者
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 
指
定
訪
問
看
護
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の

訪
問
看
護
費
の
注
10
に
係
る
施
設
基
準 

（
略
） 

四 

指
定
訪
問
看
護
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の

訪
問
看
護
費
の
注
８
に
係
る
施
設
基
準 

（
略
） 

四
の
二 

指
定
訪
問
看
護
に
お
け
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士
又
は
言
語
聴

覚
士
に
よ
る
訪
問
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

イ 

当
該
訪
問
看
護
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法

士
又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
訪
問
回
数
が
、
看
護
職
員
に
よ
る
訪
問
回
数

を
超
え
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

緊
急
時
訪
問
看
護
加
算
、
特
別
管
理
加
算
及
び
看
護
体
制
強
化
加
算
の

い
ず
れ
も
算
定
し
て
い
な
い
こ
と
。 

（
新
設
） 

四
の
三 

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介

護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
６
に
係
る
施
設

基
準 （

略
） 

四
の
二 

指
定
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介

護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
４
に
係
る
施
設

基
準 （

略
） 

四
の
四 

（
略
） 

四
の
三 

（
略
） 

四
の
五 

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
７
に
係
る
施
設

基
準 

イ 

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
十
四
号
）
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
麻
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
。 

ロ 

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ

と
。 

（
新
設
） 

四
の
六 

指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
お
け
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

（
新
設
） 
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費
単
位
数
表
の
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
８
に
係
る
施
設

基
準 医

薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す

る
法
律
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
高
度
管
理
医
療
機
器
の
販
売
業

の
許
可
を
受
け
て
い
る
又
は
同
法
第
三
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

管
理
医
療
機
器
の
販
売
業
の
届
出
を
行
っ
て
い
る
こ
と
。 

五 

（
略
） 

五 

（
略
） 

六 

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
基
準 

イ 

通
常
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
基
準 

六 

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
基
準 

イ 

通
常
規
模
型
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
を
算
定
す
べ
き
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
施
設
基
準 

 

次
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

⑴ 

次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

㈠ 

前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
（
当
該
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百

十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業

所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
事
業
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
を
い
う
。
）
が
指

定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法

に
関
す
る
基
準
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い

う
。
）
第
百
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い
う
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か

つ
、
一
体
的
に
事
業
を
実
施
し
て
い
る
場
合
は
、
当
該
指
定
介
護
予

防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
一
月
当

た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

。
）
が
七
百
五
十
人
以
内
の
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業

所
で
あ
る
こ
と
。 

㈡ 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
二
条
に
定
め
る
設
備
に
関
す

る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 

⑴ 

前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
（
当
該
指
定
通
所
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
を
い
う
。
）
が
指
定
介
護
予
防
通

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
（
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係

る
介
護
予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
以
下

「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
百
十
七
条
第
一

項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
を

い
う
。
）
の
指
定
を
併
せ
て
受
け
、
か
つ
、
一
体
的
に
事
業
を
実
施
し

て
い
る
場
合
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事

業
所
に
お
け
る
前
年
度
の
一
月
当
た
り
の
平
均
利
用
延
人
員
数
を
含
む

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
七
百
五
十
人
以
内
の
指
定
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
で
あ
る
こ
と
。 

⑵ 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
十
二
条
に
定
め
る
設
備
に
関
す
る

基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。 
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七
十
の
二 

指
定
介
護
予
防
訪
問
看
護
に
お
け
る
理
学
療
法
士
、
作
業
療
法
士

又
は
言
語
聴
覚
士
に
よ
る
訪
問
に
関
す
る
減
算
に
係
る
施
設
基
準 

第
四
号
の
二
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
新
設
） 

七
十
一 

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
の
注
６
に
係
る
施
設
基
準 

（
略
） 

七
十
一 

指
定
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
指
定
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
費
の
注
４
に
係
る
施
設
基
準 

（
略
） 

七
十
一
の
二 
（
略
） 

七
十
一
の
二 

（
略
） 

七
十
一
の
二
の
二 
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
お
け
る
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

の
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
７
に
係
る
施
設
基
準 

第
四
号
の
五
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
新
設
） 

七
十
一
の
二
の
三 

指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
お
け
る
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費

の
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
８
に
係
る
施
設
基
準 

第
四
号
の
六
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

（
新
設
） 

七
十
一
の
三
～
八
十
七 

（
略
） 

七
十
一
の
三
～
八
十
七 

（
略
） 
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別紙１ 

○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指

定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年３月１日老企第36号厚生省老人

保健福祉局企画課長通知）（抄） 

 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は厚生労働省の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労

働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録

されるもの（以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。）や電

子メールの利用等により行わせることができる。 

 

② ⑴の規定にかかわらず、届出のうち、居宅サービス単位数表及び居

宅介護支援単位数表において、電子情報処理組織を使用する方法によ

るとされた届出については、電子情報処理組織を使用する方法（やむ

を得ない事情により当該方法による届出を行うことができない場合に

あっては、電子メールの利用その他の適切な方法）により行わせるこ

ととする。なお、都道府県知事等が電子情報処理組織を使用する方法

による届出の受理の準備を完了するまでの間は、この限りでない。 

③ ①、②の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出につ

いては、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の

当該届出に関する通知の規定を適用する。 

④ 電子情報処理組織を使用する方法や電子メールの利用等により行わ

れた届出は、当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達した

ものとみなす。 

⑶～⑸ （略） 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織（届出が行われる

べき行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）とその届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。ただし、当該行政機関等の使用に

係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等からプログラムが付与

される場合は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機

能を備えているものに限る。以下同じ。）を使用する方法により行わせ

ることができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

② ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出について

は、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の当該

届出に関する通知の規定を適用する。 

③ 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、当該届出

を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。 

 

⑶～⑸ （略） 

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や居宅介護支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を
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開始するものとすること。 

ただし、令和６年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとす

る。 

開始するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、同年４月１日以前になされていれば足りるものとす

る。 

２ 届出事項の公開 

届出事項については都道府県（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

252 条の 19 第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第 252

条の 22 第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又

は中核市。以下同じ。）（指定居宅介護支援事業者に係る届出事項について

は、市町村。）において閲覧に供するほか、事業者においても利用料に係る

情報として事業所内で掲示し、かつ、ウェブサイトに掲載することになる

こと。また、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護サービス情

報公表システムをいい、介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 号）

第 140 条の 44 各号に掲げる基準に該当する事業所については、介護サービ

ス情報公表制度における報告義務の対象ではないことから、ウェブサイト

への掲載は行うことが望ましいこと。なお、居宅療養管理指導については、

自ら管理するホームページ等を有さず、ウェブサイトへの掲載が過重な負

担となる場合は、これを行わないことができる。 

２ 届出事項の公開 

届出事項については都道府県（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第

252 条の 19 第１項の指定都市（以下「指定都市」という。）及び同法第 252

条の 22 第１項の中核市（以下「中核市」という。）においては、指定都市又

は中核市。以下同じ。）（指定居宅介護支援事業者に係る届出事項について

は、市町村。）において閲覧に供するほか、事業者においても利用料に係る

情報として事業所内で掲示することになること。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで

及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何ら

かの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗

じていく計算になる。 

（削る） 

 

 

 

 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで

及び福祉用具貸与費に係る部分に限る。）に関する事項 

１ 通則 

⑴ 算定上における端数処理について 

① 単位数算定の際の端数処理 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何ら

かの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四

捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗

じていく計算になる。 

この計算の後、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する

基準等の一部を改正する告示（令和３年厚生労働省告示第 73 号）附則

第 12 条に規定する単位数の計算を行う場合も、小数点以下の端数処理

（四捨五入）を行うが、小数点以下の端数処理の結果、上乗せされる

単位数が１単位に満たない場合は、１単位に切り上げて算定する。 

ただし、特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算や事業
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条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業

場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事

業者が自主的に講じる所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び

治療のための所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられてい

る場合、30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤

の従業者が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱う

ことを可能とする。 

条に規定する所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のた

めの所定労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、

30 時間以上の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者

が勤務すべき時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可

能とする。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児、介護及び治療のための所定労働時間の短縮等の措置が

講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業

所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間

数を 30 時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

② 当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められてい

る常勤の従業者が勤務すべき時間数（32 時間を下回る場合は 32 時間

を基本とする。）に達していることをいうものであるが、母性健康管理

措置又は育児及び介護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じら

れている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所とし

て整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を 30

時間として取り扱うことを可能とする。 

また、常勤による従業者の配置要件が設けられている場合、従業者

が労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第 65 条に規定する休業、母性

健康管理措置、育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業、

同条第２号に規定する介護休業、同法第 23 条第２項の育児休業に関す

る制度に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により同項第２号に規定する育児休業に関する制度に準じ

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

⑼ （略） ⑼ （略） 

⑽ 令和６年４月から５月までの取扱い 

① 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、訪問看護

費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビ

リテーション費（以下「訪問看護費等」という。）に係る改正は令和

６年６月施行となっているところ、令和６年４月から５月までの間の

訪問看護費等の算定は、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算

定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具

貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関

  （新設） 
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する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正につ

いて」（令和６年３月15日老高発0315001号老認発0315001号老健発

0315001号）による改正前の本通知に基づき実施するものとする。 

② 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースア

ップ等支援加算（以下「処遇改善３加算」という。）の一本化は令和

６年６月施行となっているところ、令和６年４月から５月までの間の

処遇改善３加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善

加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示に

ついて」）を参照すること。 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

２ 訪問介護費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 

１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う

必要がある場合は、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、

適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を「身体

介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間に基づき、

「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする。なお、

身体介護中心型の単位数に生活援助が 20 分以上で 65 単位、45 分以上で

130 単位、70 分以上で 195 単位を加算する方式となるが、１回の訪問介

護の全体時間のうち「身体介護」及び「生活援助」の所要時間に基づき判

断するため、実際のサービスの提供は身体介護中心型の後に引き続き生

活援助中心型を行う場合に限らず、例えば、生活援助の後に引き続き身

体介護を行ってもよい。 

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支

えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、

居室の掃除を行う場合。 

〔具体的な取扱い〕「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを

基準に以下のいずれかの組み合わせを算定 

・身体介護中心型 20 分以上 30 分未満（244 単位）＋生活援助加算 45

分（130 単位） 

・身体介護中心型 30 分以上１時間未満（387 単位）＋生活援助加算 20

⑶ １回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合の取扱

い 

１回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う

必要がある場合は、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、

適切なアセスメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を「身体

介護」と「生活援助」に区分してそれに要する標準的な時間に基づき、

「身体介護」と「生活援助」を組み合わせて算定することとする。なお、

身体介護中心型の単位数に生活援助が 20 分以上で 67 単位、45 分以上で

134 単位、70 分以上で 201 単位を加算する方式となるが、１回の訪問介

護の全体時間のうち「身体介護」及び「生活援助」の所要時間に基づき判

断するため、実際のサービスの提供は身体介護中心型の後に引き続き生

活援助中心型を行う場合に限らず、例えば、生活援助の後に引き続き身

体介護を行ってもよい。 

（例）寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支

えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、

居室の掃除を行う場合。 

〔具体的な取扱い〕「身体介護」に該当する行為がどの程度含まれるかを

基準に以下のいずれかの組み合わせを算定 

・身体介護中心型 20 分以上 30 分未満（250 単位）＋生活援助加算 45

分（134 単位） 

・身体介護中心型 30 分以上１時間未満（396 単位）＋生活援助加算 20
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ハビリテーション、指定介護予防認知症対応型通所介護又は指定介護

予防小規模多機能型居宅介護の事業所へ提供すること。なお、指定通

所介護事業所等の事業所への情報提供に際しては、リハビリテーショ

ン計画書の全ての情報ではなく、「リハビリテーション・個別機能訓練、

栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理

手順及び様式例の提示について」に示す別紙様式２―２―１及び２―

２―２の本人の希望、家族の希望、健康状態・経過、リハビリテーショ

ンの目標、リハビリテーションサービス等の情報を抜粋し、提供する

ことで差し支えない。 

⒄ サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので、３⑿⑥及び⑦を参照のこと。 

② （略） 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① 訪問入浴介護と同様であるので、３⑼⑥及び⑦を参照のこと。 

② （略） 

⒅ （略） ⒀ （略） 

 ６ 居宅療養管理指導費 

  ⑴・⑵ （略） 

６ 居宅療養管理指導費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画

的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専

門員（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている

居宅要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において「ケ

アプラン」という。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居

者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護

の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下６に

おいて「ケアマネジャー」という。）に対するケアプランの作成等に必

要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービス

を利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行っ

た場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算

定できないこととなるため留意すること。 

利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に

応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者

等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととす

る。 

⑶ 医師・歯科医師の居宅療養管理指導について 

① 算定内容 

主治の医師及び歯科医師の行う居宅療養管理指導については、計画

的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づき、介護支援専

門員（指定居宅介護支援事業者により指定居宅介護支援を受けている

居宅要介護被保険者については居宅サービス計画（以下６において「ケ

アプラン」という。）を作成している介護支援専門員を、特定施設入居

者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護又は看護小規模多機能型居宅介護

の利用者にあっては、当該事業所の介護支援専門員をいう。以下６に

おいて「ケアマネジャー」という。）に対するケアプランの作成等に必

要な情報提供並びに利用者若しくはその家族等に対する介護サービス

を利用する上での留意点、介護方法等についての指導及び助言を行っ

た場合に算定する。ケアマネジャーへの情報提供がない場合には、算

定できないこととなるため留意すること。 

利用者が他の介護サービスを利用している場合にあっては、必要に

応じて、利用者又は家族の同意を得た上で、当該介護サービス事業者

等に介護サービスを提供する上での情報提供及び助言を行うこととす

る。 
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また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地

域社会における様々な支援へとつながるよう留意するとともに、診療

方針に関して利用者の意思決定支援を行った場合は、関連する情報に

ついて、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理

料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定

した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費Ⅱを算定する。 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議へ

の参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要は

ない。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催され

ない場合等においては、左記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師

に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）につ

いて、別紙様式１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ

等でも可）により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで

足りるものとする。なお、⒠においては別紙様式１（医師）等によ

り情報提供する場合に限る。 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場

合については、別紙様式１又は２を参考に、その情報提供の要点を

記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載する

ことは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区

別できるようにすること。 

また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合について

は、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

⒜～⒟ （略） 

⒠ 人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等 

イ （略） 

③～⑤ （略） 

また、必要に応じて、利用者の社会生活面の課題にも目を向け、地

域社会における様々な支援へとつながるよう留意し、また、関連する

情報については、ケアマネジャー等に提供するよう努めることとする。 

なお、当該医師が当該月に医療保険において、「在宅時医学総合管理

料」又は「施設入居時等医学総合管理料」を当該利用者について算定

した場合には、当該医師に限り居宅療養管理指導費Ⅱを算定する。 

 

② 「情報提供」及び「指導又は助言」の方法 

ア ケアマネジャーに対する情報提供の方法 

ケアプランの策定等に必要な情報提供は、サービス担当者会議へ

の参加により行うことを基本とする（必ずしも文書等による必要は

ない。）。 

当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催され

ない場合等においては、左記の「情報提供すべき事項」（薬局薬剤師

に情報提供する場合は、診療状況を示す文書等の内容も含む。）につ

いて、別紙様式１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ

等でも可）により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで

足りるものとする。 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場

合については、別紙様式１又は２を参考に、その情報提供の要点を

記載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載する

ことは差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区

別できるようにすること。 

また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合について

は、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

 

（情報提供すべき事項） 

⒜～⒟ （略） 

（新設） 

イ （略） 

③～⑤ （略） 

⑷ 薬剤師が行う居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師

の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機

⑷ 薬剤師が行う居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師

の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機
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関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、

利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤

保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指

導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等に

て提出するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用

歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）を作成す

るとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対

するケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマ

ネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため

留意すること。ただし、ケアマネジャーによるケアプランの作成が行

われていない場合の取扱いについては、⑶③を準用する。 

併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、

その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関

連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。薬局

薬剤師にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科

医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこととす

る。また、必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地

域社会における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を

指示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努めることとする。提

供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存する

こととする。 

利用者の居宅への訪問時における薬学管理指導や多職種連携に当た

っての留意点については「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤

管理指導ガイド」（以下「ガイド」という。）（https://www.ncgg.go.j

p/hospital/kenshu/organization/yakugaku.html）等を参照された

い。また、医師、歯科医師、ケアマネジャー等への情報提供について

は、ガイド及びガイド別添の報告様式、お薬問診票及び薬学的評価シ

ートを参考に行うこと。   

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、

利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤

保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指

導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等に

て提出するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤師にあっては、薬剤服用

歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録）を作成す

るとともに、医師又は歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対

するケアプランの作成等に必要な情報提供を行うこととする。ケアマ

ネジャーへの情報提供がない場合には、算定できないこととなるため

留意すること。ただし、ケアマネジャーによるケアプランの作成が行

われていない場合の取扱いについては、⑶③を準用する。 

併せて、利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、

その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、関

連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。薬局

薬剤師にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科

医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこととす

る。また、必要に応じて、⑶①の社会生活面の課題にも目を向けた地

域社会における様々な支援につながる情報を把握し、関連する情報を

指示を行った医師又は歯科医師に提供するよう努めることとする。提

供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存する

こととする。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

②・③ （略） ②・③ （略） 

④ 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費を月２回以上算定する場合

(がん末期患者又は中心静脈栄養若しくは注射による麻薬の投与を受

けている者に対するものを除く。)にあっては、算定する日の間隔は６

日以上とする。がん末期患者又は中心静脈栄養若しくは注射による麻

④ 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費を月２回以上算定する場合

(がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者に対するものを除

く。)にあっては、算定する日の間隔は６日以上とする。がん末期患者

及び中心静脈栄養を受けている者については、週２回かつ月８回に限
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薬の投与を受けている者については、週２回かつ月８回に限り算定で

きる。医療機関の薬剤師が行う居宅療養管理指導を月２回算定する場

合にあっては、算定する日の間隔は６日以上とする。 

り算定できる。医療機関の薬剤師が行う居宅療養管理指導を月２回算

定する場合にあっては、算定する日の間隔は６日以上とする。 

⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局の薬剤師にあっては、薬

剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア〜セについて記載しなければ

ならない。 

ア～エ （略） 

オ オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報又

は特定健診情報等 

 

カ～セ （略） 

⑤ 居宅療養管理指導を行った場合には、薬局の薬剤師にあっては、薬

剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア〜スについて記載しなければ

ならない。 

ア～エ （略） 

オ 併用薬等(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及びいわゆる

健康食品を含む。)の情報及び服用薬と相互作用が認められる飲食物

の摂取状況等 

カ～ス （略） 

⑥・⑦ （略） ⑥・⑦ （略） 

⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行ってい

る場合は、居宅療養管理指導費は、算定しない。ただし、居住地の変更

等により、現に居宅療養管理指導を行っている医療機関又は薬局から

のサービスが受けられなくなった場合にはこの限りでない。その場合

においても、以前に居宅療養管理指導を行っていた医療機関又は薬局

から利用者の情報を適切に引き継ぐと共に、１月の居宅療養管理指導

の算定回数の上限を超えないよう調整すること。 

⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が居宅療養管理指導を行ってい

る場合は、居宅療養管理指導費は、算定しない。 

⑨～⑮ （略） ⑨～⑮ （略） 

⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導 

ア 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器

を用いた服薬指導（居宅療養管理指導と同日に行う場合を除く。）を

行った場合に、ハ注１の規定にかかわらず、ハ⑵㈠から㈢までと合

わせて１月に４回に限り算定する。この場合において、ハの注３、

注４、注５、注６、注７及び注８に規定する加算は算定できない。 

 

 

イ （略） 

（削る） 

（削る） 

 

 

（削る） 

⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導 

ア 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ００二に掲げる在宅時医学総合

管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者

であって、居宅療養管理指導費が月１回算定されているものに対し

て、情報通信機器を用いた服薬指導（居宅療養管理指導と同日に行

う場合を除く。）を行った場合に、ハ注１の規定にかかわらず、月１

回に限り算定する。この場合において、ハの注３、注４、注５及び注

６に規定する加算は算定できない。 

イ （略） 

ウ 情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと。 

エ 利用者の同意を得た上で、対面による服薬指導と情報通信機器を

用いた服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に

基づき情報通信機器を用いた服薬指導を実施すること。 

オ 情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一
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ウ～カ （略） 

キ 居宅療養管理指導費又は注２を月２回以上算定する場合(がん末

期患者、中心静脈栄養及び注射による麻薬の投与を受けている者に

対するものを除く。)にあっては、算定する日の間隔は６日以上とす

る。がん末期患者、中心静脈栄養及び注射による麻薬の投与を受け

ている者については、ハ⑵㈠から㈢までと合わせて週２回かつ月８

回に限り算定できる。 

の者であること。ただし、次のａ及びｂをいずれも満たしている場

合に限り、やむを得ない事由により同一の薬剤師が対応できないと

きに当該薬局に勤務する他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指

導を行っても差し支えない。 

ａ 当該薬局に勤務する他の薬剤師（あらかじめ対面による服薬指

導を実施したことがある２名までの薬剤師に限る。）の氏名を服薬

指導計画に記載していること。 

ｂ 当該他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行うことに

ついて、あらかじめ利用者の同意を得ていること。 

カ～ケ （略） 

⑰ 医療用麻薬持続注射療法加算 

ア 医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注

射療法を行っている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、

麻薬の投与状況、残液の状況及び保管状況について確認し、残液の

適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を

行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変

化（副作用が疑われる症状など）の有無を確認し、薬学的管理及び

指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定す

る。 

イ 当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器につい

て、保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を講ずること。 

ウ 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投

与状況、残液の状況、保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保

管取扱い上の注意等について情報提供すること。 

エ 医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等

に⑷⑤又は⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記

載されていなければならない。 

(イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬

（新設） 
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の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の

状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化

（副作用が疑われる症状など）の有無などの確認等） 

(ロ) 訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点（麻薬

に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導

等） 

(ハ) 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の投与状

況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる症

状など）等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。）の要点 

(ニ) 患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項

（都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添

付することで差し支えない。） 

オ 医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算

定している患者については算定できない。 

⑱ 在宅中心静脈栄養法加算 

ア 在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患

者に係る薬学的管理指導の際に、患家を訪問し、患者の状態、投与

環境その他必要な事項等の確認を行った上で、患者又はその家族等

に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬学的

管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算

定する。 

イ 当該患者に対し２種以上の注射薬が同時に投与される場合には、

中心静脈栄養法に使用する薬剤の配合変化を回避するために、必要

に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、当該患者が使用

する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮光の必

要性等について情報提供する。 

ウ 在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に⑷

⑤又は⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載さ

れていなければならない。 

(イ) 訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管

理指導の内容（輸液製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、

栄養状態等の状況、輸液製剤による患者の体調の変化（副作用が疑

われる症状など）の有無、薬剤の配合変化の有無などの確認等） 

(ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点（輸液製剤に係

（新設） 
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る服薬指導、適切な保管方法の指導等） 

(ハ) 処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、

輸液製剤の保管管理に関する情報（輸液製剤の投与状況、栄養状態

及び患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる症状など）等の

状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。）の要点 

⑸ 管理栄養士の居宅療養管理指導について 

① 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、居宅で療養を行っ

ており、通院による療養が困難な利用者について、医師が当該利用者

に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合又

は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であって、当

該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、作成し

た栄養ケア計画を利用者又はその家族等に対して交付するとともに、

当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談

又は助言を30分以上行った場合に算定する。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

② （略） 

③ 居宅療養管理指導(Ⅱ)については、指定居宅療養管理指導事業所の計

画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該指定居宅療

養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント

強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いて

いるもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限

る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が運

営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士

が、居宅療養管理指導を実施した場合に、当該居宅療養管理指導事業

所が算定できる。 

なお、他の指定居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士

を確保し、居宅療養管理指導を実施する場合は、計画的な医学的管理

を行っている医師が所属する指定居宅療養管理指導事業所が認めた場

合は、管理栄養士が所属する指定居宅療養管理指導事業所が算定する

ことができるものとする。 

また、医学的管理を行っている医師の指示に当たり指示書を作成す

る場合は、別紙様式４の様式例を参照されたい。 

④～⑥ （略） 

⑦ 心臓疾患等の利用者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の利用者に対す

⑸ 管理栄養士の居宅療養管理指導について 

① 管理栄養士の行う居宅療養管理指導については、居宅で療養を行っ

ており、通院による療養が困難な利用者について、医師が当該利用者

に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認めた場合又

は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であって、当

該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問し、作成し

た栄養ケア計画を患者又はその家族等に対して交付するとともに、当

該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養食事相談又

は助言を30分以上行った場合に算定する。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

② （略） 

③ 居宅療養管理指導(Ⅱ)については、指定居宅療養管理指導事業所の計

画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、当該指定居宅療

養管理指導事業所以外の医療機関、介護保険施設（栄養マネジメント

強化加算の算定要件として規定する員数を超えて管理栄養士を置いて

いるもの又は常勤の管理栄養士を１名以上配置しているものに限

る。）又は公益社団法人日本栄養士会若しくは都道府県栄養士会が運

営する栄養ケア・ステーションとの連携により確保した管理栄養士

が、居宅療養管理指導を実施した場合に、当該居宅療養管理指導事業

所が算定できる。 

なお、他の指定居宅療養管理指導事業所との連携により管理栄養士

を確保し、居宅療養管理指導を実施する場合は、計画的な医学的管理

を行っている医師が所属する指定居宅療養管理指導事業所が認めた場

合は、管理栄養士が所属する指定居宅療養管理指導事業所が算定する

ことができるものとする。 

 

 

④～⑥ （略） 

⑦ 心臓疾患等の患者に対する減塩食、十二指腸潰瘍の患者に対する潰
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別紙 10 

○ 指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について（平成11年９月17日老企第25号）（抄）  

 

1 

新 旧 

第１ （略） 第１ （略） 

第２ 総論 第２ 総論 

１ （略） １ （略） 

２ 用語の定義 

基準第２条において、一定の用語についてその定義を明らかにしている

ところであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語について、その意

味をより明確なものとするとともに、基準中に用いられている用語であっ

て、定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。 

２ 用語の定義 

基準第２条において、一定の用語についてその定義を明らかにしている

ところであるが、以下は、同条に定義が置かれている用語について、その意

味をより明確なものとするとともに、基準中に用いられている用語であっ

て、定義規定が置かれていないものの意味を明らかにするものである。 

⑴ 「常勤換算方法」 

 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で

除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に

換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業

所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例

えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合で

あって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介

護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入

することとなるものであること。 

 ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介

護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定す

る所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省「事業場における治

療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に

設ける所定労働時間の短縮措置（以下「育児、介護及び治療のための所定

労働時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上

の勤務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき

時間数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

⑴ 「常勤換算方法」 

 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基本とする。）で

除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に

換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業

所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例

えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合で

あって、ある従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する場合、訪問介

護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入

することとなるものであること。 

 ただし、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関

する法律（昭和47年法律第113号）第13条第１項に規定する措置（以下「母

性健康管理措置」という。）又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護

を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下「育児・介

護休業法」という。）第23条第１項、同条第３項又は同法第24条に規定す

る所定労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護のための所定労働

時間の短縮等の措置」という。）が講じられている場合、30時間以上の勤

務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の従業者が勤務すべき時間

数を満たしたものとし、１として取り扱うことを可能とする。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

⑶ 「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている

⑶ 「常勤」 

当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている
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解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により

一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

また、同項の指定訪問リハビリテーションの提供に関する記録には診

療記録及びリハビリテーション会議の記録が含まれるものであること。 

解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により

一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 

また、同項の指定訪問リハビリテーションの提供に関する記録には診

療記録が含まれるものであること。 

⑻ （略） ⑻ （略） 

五 居宅療養管理指導 五 居宅療養管理指導 

１・２（略） 

３ 運営に関する基準 

⑴（略） 

１・２（略） 

３ 運営に関する基準 

⑴（略） 

⑵ 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針 

指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針については、居宅基準第 89 条

の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 

①・②（略） 

③ 指定居宅療養管理指導の提供に当たっては、当該利用者又は他の利

用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、

身体的拘束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束

等を行う場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身

の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないことと

したものである。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

時性の３つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件

の確認等の手続きを極めて慎重に行うこととし、その具体的な内容に

ついて記録しておくことが必要である。 

なお、居宅基準第 92 条の２第２項の規定に基づき、当該記録は、２

年間保存しなければならない。 

⑵ 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針 

指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針については、居宅基準第 89条

の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。 

①・②（略） 

（新設） 

 

⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

⑸ 衛生管理等 

① （略） 

② 居宅基準第 91 条の規定により指定居宅療養管理指導の事業につい

て準用される居宅基準第 31 条第３項に規定する感染症が発生し、又は

まん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のイか

らハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所

に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等に

より行うことも差し支えない。 

⑸ 衛生管理等 

① （略） 

② 居宅基準第 91 条の規定により指定居宅療養管理指導の事業につい

て準用される居宅基準第 31 条第３項に規定する感染症が発生し、又は

まん延しないように講ずるべき措置については、具体的には次のイか

らハまでの取扱いとすること。各事項について、同項に基づき事業所

に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者との連携等に

より行うことも差し支えない。 
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イ～ハ （略） 

なお、当該義務付けの適用に当たっては、令和３年改正省令附則第

４条において、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月 31 日ま

での間は、努力義務とされている。 

イ～ハ （略） 

⑹・⑺ （略） ⑹・⑺ （略） 

⑻ 準用 

居宅基準第 91 条の規定により、居宅基準第８条から第 13 条まで、第

16 条、第 18 条、第 19 条、第 21 条、第 26、第 30 条から第 33 条まで、

第 35 条から第 38 条まで、第 52 条及び第 64 条の規定は、指定居宅療養

管理指導の事業について準用されるものであるため、第３の一の３の⑵

から⑹まで（⑵の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。）、⑼、⑽、

⑿、⒂、(21)、(24)、(25)、(27)から(30)まで及び(32)、第３の二の３の⑷を参照され

たい。この場合において、次の点に留意するものとする。 

①・② （略） 

③ 準用される居宅基準第 32 条第３項及び第 36 条第１項については、

指定居宅療養管理指導事業者が、自ら管理するホームページ等を有さ

ず、ウェブサイトへの掲載が過重な負担となる場合は、これを行わな

いことができること。 

⑻ 準用 

居宅基準第 91 条の規定により、居宅基準第８条から第 13 条まで、第

16 条、第 18 条、第 19 条、第 21 条、第 26、第 30 条から第 33 条まで、

第 35 条から第 38 条まで、第 52 条及び第 64 条の規定は、指定居宅療養

管理指導の事業について準用されるものであるため、第３の一の３の⑵

から⑹まで（⑵の第三者評価の実施状況に係る規定を除く。）、⑼、⑽、

⑿、⒂、(21)、(24)、(25)、(27)から(30)まで及び(32)、第３の二の３の⑷を参照され

たい。この場合において、次の点に留意するものとする。 

①・② （略） 

（新設） 

六 通所介護 

１・２ （略） 

３ 運営に関する基準 

⑴ （略） 

六 通所介護 

１・２ （略） 

３ 運営に関する基準 

⑴ （略） 

⑵ 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、居宅基

準第 97 条及び第 98 条の定めるところによるほか、次の点に留意するも

のとする。 

⑵ 指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針 

指定通所介護の基本取扱方針及び具体的取扱方針については、居宅基

準第 97 条及び第 98 条の定めるところによるほか、次の点に留意するも

のとする。 

①・②（略） 

③ 指定通所介護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘

束等を行ってはならず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う

場合にあっても、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並

びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこととしたもの

である。 

また、緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一

①・②（略） 

（新設） 
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福祉用具販売事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。 

④ 同条第９号は、介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具

販売が位置づけられる場合、主治の医師等からの情報伝達及びサービ

ス担当者会議の結果を踏まえ、指定介護予防支援等基準第２条第１項

に規定する担当職員（以下④において「担当職員」という。）は、当該

計画へ指定特定介護予防福祉用具販売の必要な理由の記載が必要とな

るため、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通

じて、「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基

本として、特定介護予防福祉用具の適切な選定のための助言及び情報

提供を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

⑤ 対象福祉用具に係るサービスを提供した福祉用具専門相談員は利用

者等に対し、福祉用具の不具合時の連絡等使用に当たっての要請が行

えるよう連絡先を情報提供するものとする。 

⑶ 特定介護予防福祉用具販売計画の作成 

①～③ （略） 

④ 対象福祉用具に係る指定特定福祉用具販売の提供に当たっては、当

該計画の作成後、少なくとも１回、当該計画に記載した目標の達成状

況の確認を行うものとする。なお、目標の達成状況の確認方法は、訪問

に限らず、本人や関係者へのテレビ電話装置等の活用による聴取等も

含まれるものとし、テレビ電話装置等の活用に際しては、個人情報保

護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切

な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全

管理に関するガイドライン」を遵守するものとする。 

⑤ （略） 

福祉用具販売事業者等の作成した取扱説明書をいうものである。 

③ 同条第５号は、介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具

販売が位置づけられる場合、主治の医師等からの情報伝達及びサービ

ス担当者会議の結果を踏まえ、指定介護予防支援等基準第２条に規定

する担当職員（以下③において「担当職員」という。）は、当該計画へ

指定特定介護予防福祉用具販売の必要な理由の記載が必要となるた

め、福祉用具専門相談員は、これらのサービス担当者会議等を通じて、

「利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本と

して、特定介護予防福祉用具の適切な選定のための助言及び情報提供

を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

（新設） 

 

 

⑶ 特定介護予防福祉用具販売計画の作成 

①～③ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

④ （略） 

第５ 雑則 第５ 雑則 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 令和６年４月から５月までの取扱い 

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令（令和６年厚生労働省令第 16 号）において、訪問看護、訪

問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、介護

予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理

指導及び介護予防通所リハビリテーション（以下「訪問看護等」という。）

に係る改正は令和６年６月施行となっているところ、令和６年４月から５

月までの間の訪問看護等については、「「指定居宅サービスに要する費用の

 （新設） 
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額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用

具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関す

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」

（令和６年３月 15 日老高発 0315001 号老認発 0315001 号老健発 0315001

号）による改正前の本通知を参照すること。 

  

別紙１ （新設） 
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別紙４ 

○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月17日老計発第

0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号）（抄）  

 

1 

新 旧 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

第１ 届出手続の運用 

１ 届出の受理 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は厚生労働省の使用に係る電子計算機

（入出力装置を含む。以下同じ。）と届出を行おうとする者の使用に係

る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用す

る方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、厚生労

働省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録

されるもの（以下「電子情報処理組織を使用する方法」という。）や電

子メールの利用等により行わせることができる。 

 

② ⑴の規定にかかわらず、届出のうち、指定介護予防サービス単位数

表において、電子情報処理組織を使用する方法によるとされた届出に

ついては、電子情報処理組織を使用する方法（やむを得ない事情によ

り当該方法による届出を行うことができない場合にあっては、電子メ

ールの利用その他の適切な方法）により行わせることとする。なお、都

道府県知事等が電子情報処理組織を使用する方法による届出の受理の

準備を完了するまでの間は、この限りでない。 

③ ①、②の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出につ

いては、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の

当該届出に関する通知の規定を適用する。 

④ 電子情報処理組織を使用する方法や電子メールの利用等により行わ

れた届出は、当該届出を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に

備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達した

ものとみなす。 

⑵ 電子情報処理組織による届出 

① ⑴の規定にかかわらず、届出は電子情報処理組織（届出が行われる

べき行政機関等の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ。）とその届出をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で

接続した電子情報処理組織をいう。ただし、当該行政機関等の使用に

係る電子計算機と接続した際に当該行政機関等からプログラムが付与

される場合は、その付与されるプログラムを正常に稼働させられる機

能を備えているものに限る。以下同じ。）を使用する方法により行わせ

ることができる。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

② ①の電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出について

は、書面等により行われたものとみなして、本通知及びその他の当該

届出に関する通知の規定を適用する。 

③ 電子情報処理組織を使用する方法により行われた届出は、当該届出

を受ける行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ

の記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなす。 

⑶～⑸ （略） ⑶～⑸ （略） 

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を

⑹ 届出に係る加算等の算定の開始時期 

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。）

については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護予防支援事業

者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月 15 日以前になされ

た場合には翌月から、16 日以降になされた場合には翌々月から、算定を
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開始するものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介

護については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属

する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か

ら算定を開始するものとすること。 

ただし、令和６年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福

祉用具貸与及び介護予防支援に係るものについては、同年４月１日以前

に、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に

係るものについては、同年４月１日までになされれば足りるものとする。 

 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であるこ

とから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合で

あっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定

することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援

から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事

業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支

援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単

位数を算定するものとする。 

開始するものとすること。 

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介

護については、届出に係る加算等については、届出が受理された日が属

する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当該月）か

ら算定を開始するものとすること。 

ただし、令和３年４月から算定を開始する加算等の届出については、

前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護予防居宅療養管理

指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介護予防支援に係るものに

ついては、同年４月１日以前に、介護予防短期入所サービス及び介護予

防特定施設入居者生活介護に係るものについては、同年４月１日までに

なされれば足りるものとする。 

介護予防通所リハビリテーションについては、月額定額報酬であるこ

とから、月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合で

あっても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算定

することとし、日割り計算は行わない。 

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②要支援

から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転居等により事

業所を変更した場合については、日割り計算による。また、月途中で要支

援度が変更となった場合についても、日割り計算により、それぞれの単

位数を算定するものとする。なお、要支援２であった者が、介護予防訪問

介護費(Ⅲ)を算定していた場合であって、月途中に、要支援１に変更とな

った場合については、認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定するこ

ととする。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 

１ 通則 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）について

は、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防

居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費は算定でき

ない。指定相当訪問型サービス等の福祉系サービスは別に算定できるが、

介護予防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを

行えることから、退所（退院日）に指定相当通所型サービスを機械的に組

１ 通則 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について 

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）について

は、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防

居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費は算定でき

ない。介護予防訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、介護

予防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行え

ることから、退所（退院日）に介護予防通所介護を機械的に組み込むとい
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て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

て講ずる措置による休業を取得中の期間において、当該要件において

求められる資質を有する複数の非常勤の従業者を常勤の従業者の員数

に換算することにより、当該要件を満たすことが可能であることとす

る。 

⑻ （略） ⑻ （略） 

⑼ 令和６年４月から５月までの取扱い 

① 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、介護予防

訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養

管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費（以下「介護予防

訪問看護費等」という。）に係る改正は令和６年６月施行となってい

るところ、令和６年４月から５月までの間の介護予防訪問看護費等の

算定は、「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準

（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部

分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制

定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」（令和

６年３月15日老高発0315001老認発0315001老健発0315001）による改

正前の本通知に基づき実施するものとする。 

② 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を

改正する告示（令和６年厚生労働省告示第86号）において、介護職員

処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースア

ップ等支援加算（以下「処遇改善３加算」）の一本化は令和６年６月

施行となっているところ、令和６年４月から５月までの間の処遇改善

３加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算等に

関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい

て」）を参照すること。 

（新設） 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴ （略） 

２ 介護予防訪問入浴介護費 

⑴ （略） 

⑵ 高齢者虐待防止措置未実施減算について 

高齢者虐待防止措置未実施減算については、事業所において高齢者虐

待が発生した場合ではなく、指定介護予防サービス基準第 53 条の 10 の

２に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位

数から減算することとなる。具体的には、高齢者虐待防止のための対策

を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための

（新設） 
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の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を

活用し、ＳＰＤＣＡサイクルにより、サービスの質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する

能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

④ なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、

新たに利用が開始されたものとする。 

⒁ 退院時共同指導加算について 

① 介護予防訪問リハビリテーションにおける退院時共同指導とは、病

院又は診療所の主治の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その

他の従業者との間で当該者の状況等に関する情報を相互に共有した上

で、当該者又はその家族に対して、在宅でのリハビリテーションに必

要な指導を共同して行い、その内容を在宅での介護予防訪問リハビリ

テーション計画に反映させることをいう。 

② 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる

ものとする。ただし、テレビ電話装置等の活用について当該者又はそ

の家族の同意を得なければならない。この際、個人情報保護委員会・厚

生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関す

るガイドライン」等を遵守すること。 

③ 退院時共同指導を行った場合は、その内容を記録すること。 

④ 当該利用者が介護予防通所及び介護予防訪問リハビリテーション事

業所を利用する場合において、各事業所の医師等がそれぞれ退院前カ

ンファレンスに参加し、退院時共同指導を行った場合は、各事業所に

おいて当該加算を算定可能である。ただし、介護予防通所及び介護予

防訪問リハビリテーション事業所が一体的に運営されている場合にお

いては、併算定できない。 

⑾ 事業所評価加算の取扱いについて 

 事業所評価加算の別に厚生労働大臣が定める基準ロの要件の算出式は

以下のとおりとする。 

 要支援状態区分の維持者数＋改善者数×２ 

─────────────────────≧0.7 

評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーシ 

ョンリハビリテーション費を３月以上算定し、 

その後に更新・変更認定を受けた者の数 

⒂ サービス提供体制強化加算について 

① 介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑾⑥及び⑦を参照され

たい。 

② （略） 

⑿ サービス提供体制強化加算について 

① 介護予防訪問入浴介護と同様であるので、２⑼⑥及び⑦を参照され

たい。 

② （略） 

⒃ （略） ⒀ （略） 
５ 介護予防居宅療養管理指導費 

⑴・⑵ （略） 

５ 介護予防居宅療養管理指導費 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導について ⑶ 医師・歯科医師の介護予防居宅療養管理指導について 
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いて、別紙様式１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ等

でも可）により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足り

るものとする。なお、⒠においては別紙様式１（医師）等により情報

提供する場合に限る。 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場

合については、別紙様式１又は２を参考に、その情報提供の要点を記

載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載すること

は差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別でき

るようにすること。 

また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合について

は、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

⒜～⒟ （略） 

⒠ 人生の最終段階における医療・ケアに関する情報等 

イ （略） 

③～⑤ （略） 

いて、別紙様式１（医師）又は２（歯科医師）等（メール、ＦＡＸ等

でも可）により、ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足り

るものとする。 

 

なお、サービス担当者会議等への参加により情報提供を行った場

合については、別紙様式１又は２を参考に、その情報提供の要点を記

載すること。当該記載については、医療保険の診療録に記載すること

は差し支えないが、下線又は枠で囲う等により、他の記載と区別でき

るようにすること。 

また、別紙様式１又は２等により情報提供を行った場合について

は、当該様式等の写しを診療録に添付する等により保存すること。 

（情報提供すべき事項） 

⒜～⒟ （略） 

（新設） 

イ （略） 

③～⑤ （略） 

⑷ 薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医師又は

歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、ま

た、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指

示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用

状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した介

護予防居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対

して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤

師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤

管理指導記録）を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上

で、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要

な情報提供を行うこととする。介護支援専門員等への情報提供がない

場合には、算定できないこととなるため留意すること。ただし、介護支

援専門員等による介護予防サービス計画の作成が行われていない場合

の取扱いについては、⑶③を準用する。併せて、利用者の服薬状況や薬

剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援

助が必要と判断される場合には、関連事業者等に対して情報提供及び

必要な助言を行うこととする。薬局薬剤師にあっては当該介護予防居

⑷ 薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導について 

① 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導については、医師又は

歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、ま

た、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指

示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用

状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した介

護予防居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対

して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録（薬局薬剤

師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤

管理指導記録）を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告した上

で、介護支援専門員等に対する介護予防サービス計画の作成等に必要

な情報提供を行うこととする。介護支援専門員等への情報提供がない

場合には、算定できないこととなるため留意すること。ただし、介護支

援専門員等による介護予防サービス計画の作成が行われていない場合

の取扱いについては、⑶③を準用する。併せて、利用者の服薬状況や薬

剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援

助が必要と判断される場合には、関連事業者等に対して情報提供及び

必要な助言を行うこととする。薬局薬剤師にあっては当該介護予防居
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宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果につ

いて必要な情報提供を文書で行うこととする。また、必要に応じて、⑶

①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援に

つながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った医師又は歯科医

師に提供するよう努めることとする。提供した文書等の写しがある場

合は、記録に添付する等により保存することとする。 

利用者の居宅への訪問時における薬学管理指導や多職種連携に当た

っての留意点については「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤

管理指導ガイド」（以下「ガイド」という。）（https://www.ncgg.go.jp

/hospital/kenshu/organization/yakugaku.html）等を参照されたい。

また、医師、歯科医師、ケアマネジャー等への情報提供については、ガ

イド及びガイド別添の報告様式、お薬問診票及び薬学的評価シートを

参考に行うこと。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果につ

いて必要な情報提供を文書で行うこととする。また、必要に応じて、⑶

①の社会生活面の課題にも目を向けた地域社会における様々な支援に

つながる情報を把握し、関連する情報を指示を行った医師又は歯科医

師に提供するよう努めることとする。提供した文書等の写しがある場

合は、記録に添付する等により保存することとする。 

なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。 

②・③ （略） ②・③ （略） 

④ 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導費を月２回以上算定す

る場合（がん末期患者又は中心静脈栄養若しくは注射による麻薬の投

与を受けている者に対するものを除く。）にあっては、算定する日の間

隔は６日以上とする。がん末期患者又は中心静脈栄養若しくは注射に

よる麻薬の投与を受けている者については、週２回かつ月８回に限り

算定できる。医療機関の薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導を月

２回算定する場合にあっては、算定する日の間隔は６日以上とする。 

④ 薬局薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指導費を月２回以上算定す

る場合（がん末期患者及び中心静脈栄養を受けている者に対するもの

を除く。）にあっては、算定する日の間隔は６日以上とする。がん末期

患者及び中心静脈栄養を受けている者については、週２回かつ月８回

に限り算定できる。医療機関の薬剤師が行う介護予防居宅療養管理指

導を月２回算定する場合にあっては、算定する日の間隔は６日以上と

する。 

⑤ 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、薬局の薬剤師にあっ

ては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア〜セについて記載し

なければならない。 

ア～エ （略） 

オ オンライン資格確認システムを通じて取得した患者の薬剤情報又

は特定健診情報等 

カ～セ （略） 

⑤ 介護予防居宅療養管理指導を行った場合には、薬局の薬剤師にあっ

ては、薬剤服用歴の記録に、少なくとも以下のア〜ツについて記載し

なければならない。 

ア～エ （略） 

（新設） 

 

オ～ス （略） 

⑥・⑦ （略） ⑥・⑦ （略） 

⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が介護予防居宅療養管理指導を

行っている場合は、介護予防居宅療養管理指導費は、算定しない。ただ

し、居住地の変更等により、現に介護予防居宅療養管理指導を行って

いる医療機関又は薬局からのサービスが受けられなくなった場合には

⑧ 現に他の医療機関又は薬局の薬剤師が介護予防居宅療養管理指導を

行っている場合は、介護予防居宅療養管理指導費は、算定しない。 
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この限りでない。その場合においても、以前に介護予防居宅療養管理

指導を行っていた医療機関又は薬局から利用者の情報を適切に引き継

ぐと共に、１月の介護予防居宅療養管理指導の算定回数の上限を超え

ないよう調整すること。 

⑨～⑮ （略） ⑨～⑮ （略） 

⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導 

ア 在宅の利用者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器

を用いた服薬指導（介護予防居宅療養管理指導と同日に行う場合を

除く。）を行った場合に、ハ⑵㈠から㈢までと合わせて１月に４回に

限り算定する。この場合において、介護予防居宅療養管理指導費の

加算は算定できない。 

 

 

イ （略） 

（削る） 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ～カ （略） 

キ 介護予防居宅療養管理指導費又は注２を月２回以上算定する場合

(がん末期患者、中心静脈栄養及び注射による麻薬の投与を受けてい

る者に対するものを除く。)にあっては、算定する日の間隔は６日以

上とする。がん末期患者、中心静脈栄養及び注射による麻薬の投与

を受けている者については、ハ⑵㈠から㈢までと合わせて週２回か

⑯ 情報通信機器を用いた服薬指導 

ア 医科診療報酬点数表の区分番号Ｃ〇〇２に掲げる在宅時医学総合

管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者

であって、介護予防居宅療養管理指導費が月１回算定されているも

のに対して、情報通信機器を用いた服薬指導（介護予防居宅療養管

理指導と同日に行う場合を除く。）を行った場合に、月１回に限り算

定する。この場合において、介護予防居宅療養管理指導費の加算は

算定できない。 

イ （略） 

ウ 情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと。 

エ 利用者の同意を得た上で、対面による服薬指導と情報通信機器を

用いた服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に

基づき情報通信機器を用いた服薬指導を実施すること。 

オ 情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一

の者であること。ただし、次のａ及びｂをいずれも満たしている場

合に限り、やむを得ない事由により同一の薬剤師が対応できないと

きに当該薬局に勤務する他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指

導を行っても差し支えない。 

ａ 当該薬局に勤務する他の薬剤師（あらかじめ対面による服薬指

導を実施したことがある２名までの薬剤師に限る。）の氏名を服薬

指導計画に記載していること。 

ｂ 当該他の薬剤師が情報通信機器を用いた服薬指導を行うことに

ついてあらかじめ利用者の同意を得ていること。 

カ～ケ （略） 

（新設） 
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つ月８回に限り算定できる。 

⑰ 医療用麻薬持続注射療法加算 

ア 医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注

射療法を行っている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、

麻薬の投与状況、残液の状況及び保管状況について確認し、残液の

適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を

行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変

化（副作用が疑われる症状など）の有無を確認し、薬学的管理及び

指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定す

る。 

イ 当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器につい

て、保健衛生上の危害の発生の防止に必要な措置を講ずること。 

ウ 必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投

与状況、残液の状況、保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保

管取扱い上の注意等について情報提供すること。 

エ 医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等

に⑷⑤又は⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記

載されていなければならない。 

(イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容（麻薬

の保管管理状況、投与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の

状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化

（副作用が疑われる症状など）の有無などの確認等） 

(ロ) 訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点（麻薬

に係る服薬指導、残液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導

等） 

(ハ) 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報（麻薬の投与状

況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる

症状など）等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。）の

要点 

(ニ) 患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項

（都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添

付することで差し支えない。） 

オ 医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算

定している患者については算定できない。 

（新設） 
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⑱ 在宅中心静脈栄養法加算 

ア 在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患

者に係る薬学的管理指導の際に、患家を訪問し、患者の状態、投与

環境その他必要な事項等の確認を行った上で、患者又はその家族等

に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬学的

管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算

定する。 

イ 当該患者に対し２種以上の注射薬が同時に投与される場合には、

中心静脈栄養法に使用する薬剤の配合変化を回避するために、必要

に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、当該患者が使用

する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮光の必

要性等について情報提供する。 

ウ 在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に⑷

⑤又は⑥の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載さ

れていなければならない。 

(イ) 訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管

理指導の内容（輸液製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、

栄養状態等の状況、輸液製剤による患者の体調の変化（副作用が

疑われる症状など）の有無、薬剤の配合変化の有無などの確認等） 

(ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点（輸液製剤に係

る服薬指導、適切な保管方法の指導等） 

(ハ) 処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、

輸液製剤の保管管理に関する情報（輸液製剤の投与状況、栄養状

態及び患者の服薬中の体調の変化（副作用が疑われる症状など）

等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。）の要点 

（新設） 

⑸ 管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について 

① 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、居宅で療

養を行っており、通院による療養が困難な利用者について、医師が当

該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認め

た場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であ

って、当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問

し、作成した栄養ケア計画を利用者又はその家族等に対して交付する

とともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄

養食事相談又は助言を30分以上行った場合に算定する。 

⑸ 管理栄養士の介護予防居宅療養管理指導について 

① 管理栄養士の行う介護予防居宅療養管理指導については、居宅で療

養を行っており、通院による療養が困難な利用者について、医師が当

該利用者に厚生労働大臣が別に定める特別食を提供する必要性を認め

た場合又は当該利用者が低栄養状態にあると医師が判断した場合であ

って、当該医師の指示に基づき、管理栄養士が利用者の居宅を訪問

し、作成した栄養ケア計画を患者又はその家族等に対して交付すると

ともに、当該栄養ケア計画に従った栄養管理に係る情報提供及び栄養

食事相談又は助言を30分以上行った場合に算定する。 
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事 務 連 絡 

令和６年３月 15日 

 

都道府県 

各 指定都市 介護保険主管部（局） 御中 

中 核 市 

 

厚生労働省老健局老 人 保 健 課 

高 齢 者 支 援 課 

認知症施策・地域介護推進課 

 

 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15日）」

の送付について 

 

 

介護保険制度の運営につきましては、平素より種々ご尽力をいただき、厚く御

礼申し上げます。 

「令和６年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）（令和６年３月 15 日）」

を送付いたしますので、貴県又は貴市におかれましては、御了知の上、管下市町

村又は事業所等への周知を徹底し、その取扱いに当たっては遺漏なきよう、よろ

しくお願い申し上げます。 
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問 165 業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。 

（答） 

業務継続計画未策定減算の施行時期は下記表のとおり。 

 

 対象サービス 施行時期 

① 

通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施

設入居者生活介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通

所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活

介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介

護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅

介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、

介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、

介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防認知症対応型

通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認

知症対応型共同生活介護 

令和６年４月 

※ただし、令和７年３

月 31 日までの間、感

染症の予防及びまん

延の防止のための指

針の整備及び非常災

害に関する具体的計

画の策定を行ってい

る場合には、減算を適

用しない。 

② 
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーショ

ン 

令和６年６月 

※上記①の※と同じ 

③ 

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーシ

ョン、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防訪問入浴介

護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、

介護予防福祉用具貸与、介護予防支援 

令和７年４月 

※居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導、特定福祉用具販売及び特定介護予防福

祉用具販売には、業務継続計画未策定減算は適用されない。 
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○虐待防止委員会及び研修について 

問 170 居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者

が１名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研

修を定期的にしなければならないのか。 

（答） 

・ 虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密

にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただき

たい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあ

ることが考えられることから、積極的に外部機関等を活用されたい。 

 

・ 例えば、小規模事業所における虐待防止委員会の開催にあたっては、法人内の複数事業

所による合同開催、感染症対策委員会等他委員会との合同開催、関係機関等の協力を得て

開催することが考えられる。 

 

・ 研修の定期的実施にあたっては、虐待防止委員会同様法人内の複数事業所や他委員会

との合同開催、都道府県や市町村等が実施する研修会への参加、複数の小規模事業所によ

る外部講師を活用した合同開催等が考えられる。 

 

・ なお、委員会や研修を合同で開催する場合は、参加した各事業所の従事者と実施したこ

との内容等が記録で確認できるようにしておくことに留意すること。 

 

・また、小規模事業所等における委員会組織の設置と運営や、指針の策定、研修の企画と運

営に関しては、以下の資料の参考例（※）を参考にされたい。 

（※）社会福祉法人東北福祉会認知症介護研究・研修仙台センター「施設・事業所における

高齢者虐待防止のための体制整備-令和 3年度基準省令改正等に伴う体制整備の基本と参

考例」令和 3年度老人保健健康増進等事業、令和 4年 3月。 
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【全サービス】 

○ 介護報酬改定の施行時期について 

問 181 令和６年度介護報酬改定において、 

・ 訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリテーショ

ンに係る見直しは令和６年６月施行 

・ その他のサービスに係る見直しは令和６年４月施行 

・ 処遇改善加算の一本化等（加算率引き上げ含む）はサービス一律で令和６年６月

施行 

とされたが、利用者・家族等に対して、改定内容の説明をいつどのように行うべきか。 

（答） 

  本来、改定に伴う重要事項（料金等）の変更については、変更前に説明していただくこ

とが望ましいが、４月施行の見直し事項については、やむを得ない事情により３月中の説

明が難しい場合、４月１日以降速やかに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、

同意を得ることとしても差し支えない。６月施行の見直し事項については、５月末日まで

に、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある。 

なお、その際、事前に６月以降分の体制等状況一覧表を自治体に届け出た介護事業者に

おいては、４月施行の見直し事項と６月施行の見直し事項の説明を１回で纏めて行うと

いった柔軟な取扱いを行って差し支えない。また、５月末日までの間に新たにサービスの

利用を開始する利用者については、サービス利用開始時の重要事項説明時に、６月施行の

見直し事項について併せて説明しても差し支えない。 

 

問 182 ４月施行サービス（右記以外）と６月施行サービス（訪問看護、訪問リハビリ

テーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション）の両方を提供している

介護事業者は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の届出を別々に行う必要があ

るのか。 

（答） 

事業者の判断で、４月以降分を提出する際に６月以降分も併せて提出することとして

も差し支えない。 
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